
証
券
先
物
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
年
大
蔵
省
令
第
五
十
号
）

改

正

案

現

行

（
証
券
先
物
取
引
等
の
取
引
資
格
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
金
融
機
関
の
業
務
）

（
証
券
先
物
取
引
等
の
取
引
資
格
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
金
融
機
関
の
業
務
）

第
一
条
の
二

法
第
百
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
大
蔵
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、

第
一
条
の
二

法
第
百
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
大
蔵
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、

法
第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
の
登
録
に
係
る
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行

法
第
六
十
五
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の

為
を
行
う
業
務
と
す
る
。

認
可
に
係
る
業
務
（
当
該
認
可
に
係
る
業
務
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

く
。
）
と
す
る
。

（
取
引
証
拠
金
の
代
用
有
価
証
券
）

第
二
条

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
取
引
証
拠
金
の
全
部
又
は
一
部
が
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
を
も
つ
て
代
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
代

用
価
格
は
、
証
券
取
引
所
が
法
第
八
十
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
大
蔵
大
臣
の
認

可
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
大
蔵
大
臣
の
認
可
」
と
い
う
。
）
を
得
て
定
め
る
基

準
日
の
時
価
（
市
場
相
場
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
最
終
価
格
。
市
場
相
場

の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
最
終
の
気
配
相
場
。
）
に
株
券
（
端
株
券
を
含
む

。
）
に
つ
い
て
は
百
分
の
七
十
、
そ
の
他
の
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
証
券
取
引
所
が

大
蔵
大
臣
の
認
可
を
得
て
定
め
る
率
を
乗
じ
た
額
を
超
え
な
い
額
と
す
る
。

（
取
引
証
拠
金
の
預
託
を
受
け
な
い
取
引
）

（
委
託
証
拠
金
の
預
託
を
受
け
な
い
場
合
）

第
二
条

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
大
蔵
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の

第
二
条
の
二

法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
蔵
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、

各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
の
も
の
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。



一

有
価
証
券
先
物
取
引
及
び
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
（
以
下
「
証
券
先
物
取

一

有
価
証
券
先
物
取
引
及
び
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
（
以
下
「
証
券
先
物
取

引
」
と
い
う
。
）

先
物
銘
柄
（
証
券
先
物
取
引
に
お
い
て
取
引
さ
れ
る
も
の
の

引
」
と
い
う
。
）

先
物
銘
柄
（
証
券
先
物
取
引
に
お
い
て
取
引
さ
れ
る
も
の
の

う
ち
取
引
対
象
（
証
券
取
引
所
が
、
有
価
証
券
の
売
買
等
の
た
め
大
蔵
大
臣
の
承

う
ち
取
引
対
象
（
証
券
取
引
所
が
、
有
価
証
券
の
売
買
取
引
等
の
た
め
大
蔵
大
臣

認
を
受
け
て
上
場
し
た
当
該
取
引
に
係
る
有
価
証
券
、
有
価
証
券
指
数
又
は
オ
プ

の
承
認
を
受
け
て
上
場
し
た
当
該
取
引
に
係
る
有
価
証
券
、
有
価
証
券
指
数
又
は

シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
取
引
最
終
日
を
同
一
と
す
る
も
の
。
た
だ

オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
取
引
最
終
日
を
同
一
と
す
る
も
の
。

し
、
二
以
上
の
証
券
取
引
所
に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

た
だ
し
、
二
以
上
の
証
券
取
引
所
に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ

の
証
券
取
引
所
が
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
大
蔵
大
臣
の
認

ぞ
れ
の
証
券
取
引
所
が
法
第
八
十
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
大
蔵
大
臣
の
認
可

可
（
以
下
「
大
蔵
大
臣
の
認
可
」
と
い
う
。
）
を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
）

を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
買
建
玉
（
取

ご
と
に
、
買
建
玉
（
取
引
の
決
済
が
未
了
で
あ
る
買
付
け
（
有
価
証
券
指
数
等
先

引
の
決
済
が
未
了
で
あ
る
買
付
け
の
約
定
に
係
る
数
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

物
取
引
に
あ
っ
て
は
、
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
を

と
売
建
玉
（
取
引
の
決
済
が
未
了
で
あ
る
売
付
け
の
約
定
に
係
る
数
量
を
い
う
。

上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
と
な
る
取
引
を
い
う
。
）
の
約
定
に
係

以
下
同
じ
。
）
が
同
量
で
あ
る
場
合
。

る
数
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
売
建
玉
（
取
引
の
決
済
が
未
了
で
あ
る
売
付

け
（
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
に
あ
っ
て
は
、
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約

定
指
数
又
は
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
と
な
る
取
引
を

い
う
。
）
の
約
定
に
係
る
数
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
同
量
で
あ
る
場
合

二

有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
銘
柄
（
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取

二

有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
銘
柄
（
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取

引
に
お
い
て
取
引
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
取
引
対
象
、
取
引
最
終
日
、
オ
プ
シ
ョ

引
に
お
い
て
取
引
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
取
引
対
象
、
取
引
最
終
日
、
オ
プ
シ
ョ

ン
の
種
類
（
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
を
し
た
者
が
当
該
行
使
に
よ
り
成
立
す
る
取
引

ン
の
種
類
（
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ

に
お
い
て
売
主
（
法
第
二
条
第
十
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、

ン
に
係
る
株
券
等
の
売
買
取
引
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
か
買

現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭

主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
か
の
別
を
い
う
。
）
及
び
権
利
行
使
価
格
（
当
事

を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
を
い
う
。
）
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
か
買
主
（
法

者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
価
格
又
は
有
価
証
券
指
数

第
二
条
第
十
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
現
実
指
数
又
は
現
実

を
い
う
。
）
を
同
一
と
す
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
証
券
取
引
所
に

数
値
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の

お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
証
券
取
引
所
が
法
第
八
十
五



当
事
者
を
い
う
。
）
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
か
の
別
を
い
う
。
）
及
び
権
利

条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
次
条

行
使
価
格
（
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
価
格
又

に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
売
建
玉
と
買
建
玉
が
同
量
で
あ
る
場
合
又
は
買
建

は
有
価
証
券
指
数
を
い
う
。
）
を
同
一
と
す
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
二
以
上

玉
が
売
建
玉
を
上
回
る
場
合

の
証
券
取
引
所
に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
証
券
取
引

所
が
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
）
ご
と
に
、
売
建
玉
と
買

建
玉
が
同
量
で
あ
る
場
合
又
は
買
建
玉
が
売
建
玉
を
上
回
る
場
合

（
取
引
証
拠
金
の
預
託
方
法
）

（
委
託
証
拠
金
の
額
）

第
三
条

証
券
取
引
所
は
、
法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
委
託
者
（
同

第
三
条

法
第
百
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
蔵
大
臣
が
定
め
る
委
託
証
拠
金
の

項
第
二
号
に
規
定
す
る
委
託
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
取
次
者
（
同
号
に
規
定

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算

す
る
取
次
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
申
込
者
（
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
申

出
し
た
額
と
す
る
。

込
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
取
引
証
拠
金
の
預
託
を
受
け
る
と
き
は
、
次
の

一

証
券
先
物
取
引

先
物
銘
柄
ご
と
に
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
額
。

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
代
理
人
と
し
て
当

＝

・

・

該
取
引
証
拠
金
の
預
託
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｘ
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を

一

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合

証
券
先
物

表
す
も
の
と
す
る
。

取
引
等
を
受
託
し
た
会
員

Ｘ

証
券
先
物
取
引
に
係
る
委
託
証
拠
金
の
額

二

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合

証
券
先
物
取
引
等
に
係

Ａ

先
物
銘
柄
ご
と
に
計
算
し
た
買
建
玉
と
売
建
玉
の
二
つ
の
数
量
の
う

る
取
次
者
及
び
当
該
証
券
先
物
取
引
等
を
受
託
し
た
会
員

ち
大
き
い
も
の
か
ら
小
さ
い
も
の
を
差
し
引
い
て
得
た
数
量

Ｂ

第
一
標
本
内
の
先
物
変
動
幅
の
う
ち
、
当
該
先
物
変
動
幅
以
下
の
も

の
の
個
数
が
当
該
第
一
標
本
内
の
先
物
変
動
幅
の
個
数
の
百
分
の
九
十

五
以
上
と
な
る
先
物
変
動
幅
の
う
ち
最
小
の
先
物
変
動
幅

Ｃ

当
該
先
物
銘
柄
に
係
る
取
引
単
位
（
国
債
証
券
及
び
外
国
国
債
証
券

に
つ
い
て
は
、
取
引
単
位
の
百
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
）



Ｄ

取
引
日
か
ら
起
算
し
て
委
託
証
拠
金
の
預
託
を
行
う
日
ま
で
の
日
数

二

有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
銘
柄
ご
と
に
、
次
の
式
に
よ
っ
て

計
算
し
た
額
。

＝

（

・

）

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｘ
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｘ

有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係
る
委
託
証
拠
金
の
額

Ａ

オ
プ
シ
ョ
ン
銘
柄
ご
と
に
計
算
し
た
買
建
玉
と
売
建
玉
の
二
つ
の
数

量
の
う
ち
大
き
い
も
の
か
ら
小
さ
い
も
の
を
差
し
引
い
て
得
た
数
量
（

売
建
玉
が
買
建
玉
よ
り
大
き
い
場
合
に
限
る
。
）

Ｂ

第
二
標
本
内
の
オ
プ
シ
ョ
ン
変
動
幅
の
う
ち
、
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
変

動
幅
以
下
の
も
の
の
個
数
が
当
該
第
二
標
本
内
の
オ
プ
シ
ョ
ン
変
動
幅

の
個
数
の
百
分
の
九
十
五
以
上
と
な
る
オ
プ
シ
ョ
ン
変
動
幅
の
う
ち
最

小
の
オ
プ
シ
ョ
ン
変
動
幅
。

Ｃ

当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
銘
柄
に
係
る
取
引
単
位
（
国
債
証
券
に
つ
い
て
は

、
取
引
単
位
の
百
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
）

Ｄ

取
引
日
か
ら
起
算
し
て
委
託
証
拠
金
の
預
託
を
行
う
日
ま
で
の
日
数

Ｅ

当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
銘
柄
一
取
引
単
位
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
の
対
価
の

額

２

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
先
物
変
動
幅
と
は
、
当
該
取
引
と
取
引
対
象
を
同
一

と
す
る
、
一
営
業
日
に
お
け
る
中
心
先
物
銘
柄
（
取
引
対
象
を
同
一
と
す
る
先
物
銘

柄
の
う
ち
一
営
業
日
に
お
い
て
最
も
売
買
高
の
多
い
も
の
又
は
そ
れ
に
準
じ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
当
該
営
業
日
に
お
け
る
中
心
的
な
先
物
銘
柄
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い



う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
当
該
営
業
日
に
お
け
る
基
準
価
格
（
市
場

相
場
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
最
終
指
数
又
は
最
終
価
格
、
市
場
相
場
の
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
そ
の
最
終
の
気
配
相
場
、
市
場
相
場
及
び
気
配
相
場
が
な
い
場
合
に
は

証
券
取
引
所
が
法
第
八
十
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
得
て
定

め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
価
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
そ

の
前
営
業
日
に
お
け
る
基
準
価
格
の
二
つ
の
う
ち
大
き
い
も
の
か
ら
小
さ
い
も
の
を

差
し
引
い
て
得
た
数
値
と
す
る
。

３

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
標
本
と
は
、
取
引
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月
以

前
に
お
け
る
直
近
の
基
準
月
（
二
月
、
五
月
、
八
月
及
び
十
一
月
を
い
う
。
）
の
末

日
（
指
定
日
と
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
一
年
前
の
日
の
翌
日
か

ら
指
定
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
す
べ
て
の
営
業
日
に
お
け
る
先
物
変
動
幅
の
集
合
と

す
る
。

４

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
変
動
幅
と
は
、
当
該
取
引
と
取
引
対
象

を
同
一
と
す
る
一
営
業
日
に
お
け
る
中
心
先
物
銘
柄
（
取
引
対
象
を
同
一
と
す
る
証

券
先
物
取
引
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
証
券
取
引
所
が
法
第
八
十
五
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
く
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
）
の
当
該
営
業
日
に

お
け
る
基
準
価
格
と
そ
の
前
営
業
日
に
お
け
る
基
準
価
格
の
二
つ
の
数
値
の
う
ち
大

き
い
も
の
か
ら
小
さ
い
も
の
を
差
し
引
い
て
得
た
数
値
と
す
る
。

５

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
標
本
と
は
、
指
定
日
の
一
年
前
の
日
の
翌
日
か

ら
指
定
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
す
べ
て
の
営
業
日
に
お
け
る
オ
プ
シ
ョ
ン
変
動
幅
の

集
合
と
す
る
。

（
取
次
証
拠
金
の
預
託
に
係
る
顧
客
の
同
意
）



第
四
条

取
次
者
は
、
法
第
百
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
申
込
者
を
し
て
取

次
証
拠
金
を
預
託
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
申
込
者
か
ら
、
自
己
に
対
し
て
当
該
取
次

証
拠
金
を
預
託
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
委
託
証
拠
金
の
預
託
に
係
る
顧
客
の
同
意
等
）

第
五
条

会
員
は
、
法
第
百
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
委
託
者
、
取
次
者
又

は
申
込
者
を
し
て
委
託
証
拠
金
を
預
託
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
委
託
者
、
取
次
者
又

は
申
込
者
か
ら
、
自
己
に
対
し
て
当
該
委
託
証
拠
金
を
預
託
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て

の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

会
員
は
、
法
第
百
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
申
込
者
を
し
て
委
託
証
拠

金
を
預
託
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
申
込
者
の
取
次
者
を
代
理
人
と
し
て
当
該
委
託
証

拠
金
の
預
託
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
券
取
引
所
に
お
け
る
取
引
証
拠
金
の
分
別
管
理
）

第
六
条

証
券
取
引
所
は
、
法
第
百
八
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
引
証
拠
金

を
管
理
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
か
つ
会
員
ご
と
に
、
自
己
の

固
有
財
産
そ
の
他
の
取
引
証
拠
金
以
外
の
財
産
と
分
別
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
の
う
ち
会
員
が
自
己
の
計
算

に
お
い
て
証
券
先
物
取
引
等
を
行
う
と
き
に
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
会
員

か
ら
預
託
を
受
け
た
取
引
証
拠
金

二

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
の
う
ち
会
員
が
受
託
し
た
証



券
先
物
取
引
等
を
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
委
託
証
拠
金
の
預
託
を
受
け
て

行
う
と
き
に
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
会
員
か
ら
預
託
を
受
け
た
取

引
証
拠
金

三

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
、
同
項
の
規

定
に
基
づ
き
委
託
者
又
は
申
込
者
か
ら
預
託
を
受
け
た
取
引
証
拠
金

四

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き

取
次
者
か
ら
預
託
を
受
け
た
取
引
証
拠
金

２

証
券
取
引
所
は
、
法
第
百
八
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
引
証
拠
金
を
管

理
す
る
と
き
は
、
次
項
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
さ
れ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
次
に
掲

げ
る
方
法
に
よ
り
当
該
取
引
証
拠
金
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

銀
行
へ
の
預
金
（
取
引
証
拠
金
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
名
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も

の
に
限
る
。
）

二

信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
へ
の
金
銭
信
託
（
信
託
業
法
（
大
正
十

一
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
元
本
の
補
て
ん
の
契
約
を
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
取
引
証
拠
金
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
名
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の

に
限
る
。
）

３

証
券
取
引
所
は
、
法
第
百
八
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
代
用
有
価
証
券
（

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
取
引
証
拠
金
に
充
て
ら
れ
る
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
管
理
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
代
用
有
価
証
券
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

証
券
取
引
所
が
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券
（
混
蔵
し
て
保
管

さ
れ
る
有
価
証
券
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

代
用
有
価
証
券
の
保
管



場
所
に
つ
い
て
は
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
そ
の
他
の
代
用
有
価
証
券

以
外
の
有
価
証
券
（
以
下
「
固
有
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
と
明

確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
代
用
有
価
証
券
に
つ
い
て
ど
の
会
員
か
ら
又
は
ど
の

会
員
を
通
じ
預
託
を
受
け
た
有
価
証
券
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で

保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法

二

証
券
取
引
所
が
第
三
者
を
し
て
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券

当
該
第
三
者
を
し
て
、
代
用
有
価
証
券
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
は
固
有
有
価
証

券
等
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
代
用
有
価
証
券
に
つ
い
て

ど
の
会
員
か
ら
又
は
ど
の
会
員
を
通
じ
預
託
を
受
け
た
有
価
証
券
で
あ
る
か
が
直

ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法

三

証
券
取
引
所
が
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券
（
混
蔵
し
て
保
管

さ
れ
る
有
価
証
券
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

代
用
有
価
証
券
の
保
管

場
所
に
つ
い
て
は
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
各

会
員
か
ら
又
は
各
会
員
を
通
じ
預
託
を
受
け
た
代
用
有
価
証
券
に
係
る
持
分
が
自

己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る

方
法

四

証
券
取
引
所
が
第
三
者
を
し
て
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券

当
該
第
三
者
を
し
て
、
代
用
有
価
証
券
を
預
託
す
る
者
の
た
め
の
口
座
に
つ
い

て
は
証
券
取
引
所
の
自
己
の
口
座
と
区
分
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
、
代
用
有
価
証

券
に
係
る
持
分
が
直
ち
に
判
別
で
き
、
か
つ
、
各
会
員
か
ら
又
は
各
会
員
を
通
じ

預
託
を
受
け
た
代
用
有
価
証
券
に
係
る
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別

で
き
る
状
態
で
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法

五

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利

第
三
者
を



し
て
、
代
用
有
価
証
券
を
会
員
か
ら
又
は
会
員
を
通
じ
預
託
を
受
け
た
有
価
証
券

と
し
て
明
確
に
管
理
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
管
理
状
況
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち

に
把
握
で
き
る
状
態
で
管
理
す
る
方
法

（
取
引
証
拠
金
等
の
代
用
有
価
証
券
）

（
委
託
証
拠
金
の
代
用
有
価
証
券
）

第
七
条

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
の
取
引
証
拠
金
、
同
条
第
二
項
の
取
次
証
拠
金
及

第
四
条

法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
委
託
証
拠
金
の
全
部
又
は
一
部
が
同

び
同
条
第
三
項
の
委
託
証
拠
金
の
全
部
又
は
一
部
が
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
有

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
を
も
つ
て
代
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
代

価
証
券
を
も
っ
て
代
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
代
用
価
格
は
、
証
券
取
引
所
が

用
価
格
は
、
預
託
す
る
日
の
前
日
の
時
価
（
市
場
相
場
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

大
蔵
大
臣
の
認
可
を
得
て
定
め
る
基
準
日
の
時
価
に
株
券
（
端
株
券
を
含
む
。
）
に

そ
の
最
終
価
格
。
市
場
相
場
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
最
終
の
気
配
相
場
。

つ
い
て
は
百
分
の
七
十
、
そ
の
他
の
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
証
券
取
引
所
が
大
蔵
大

）
に
株
券
（
端
株
券
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
百
分
の
七
十
、
そ
の
他
の
有
価
証
券

臣
の
認
可
を
得
て
定
め
る
率
を
乗
じ
た
額
を
超
え
な
い
額
と
す
る
。

に
つ
い
て
は
証
券
取
引
所
が
法
第
八
十
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
大
蔵
大
臣
の
認

可
を
得
て
定
め
る
率
を
乗
じ
た
額
を
超
え
な
い
額
と
す
る
。

（
取
引
証
拠
金
上
の
他
の
会
員
及
び
証
券
取
引
所
の
優
先
権
の
範
囲
）

第
八
条

法
第
百
八
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
大
蔵
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
六

条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。


